
議案第５号 

 

東広島市教育委員会傍聴人規則の一部改正について 

 

東広島市教育委員会傍聴人規則の一部を改正する規則を定めることについて、次

のとおり提案する。 

 

令和６年３月２８日提出 

 

                   東広島市教育委員会 

                   教育長  市  場  一  也    

 

１ 提案理由 

教育委員会の会議の傍聴に関する規定を整備するため、この議案を提出するも

のである。 

 

２ 改正の内容 

(1) 東広島市教育委員会の会議（以下「会議」という。）を傍聴しようとする

者に対し、傍聴券を交付する。 

(2) 傍聴券の交付は、定員の範囲内で受付順に行う。 

(3) 定員は、会場の規模等を勘案して、会議の都度、教育長が定める。 

(4) (1)～(3)までにかかわらず、報道関係者で傍聴証の交付を受けたものは、

当該傍聴証を係員に提示して会議を傍聴することができる。 

 

３ 施行期日 

  令和６年４月１日 

 

４ 根拠法令 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号） 

第１５条 教育委員会は、法令又は条例に違反しない限りにおいて、その権限に
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属する事務に関し、教育委員会規則を制定することができる。 

第１６条 この法律に定めるもののほか、教育委員会の会議その他教育委員会の

議事の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。 
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東広島市教育委員会規則第   号 

 

 東広島市教育委員会傍聴人規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

  令和６年  月  日 

 

東広島市教育委員会          

教育長  市  場  一  也    

 

   東広島市教育委員会傍聴人規則の一部を改正する規則 

 

 東広島市教育委員会傍聴人規則（昭和４９年東広島市教育委員会規則第６号）の

一部を次のように改正する。 

第２条第１項中「の会議」の右に「（以下「会議」という。）」を加え、「教育

長の許可」を「傍聴券の交付」に改め、同条第２項中「傍聴の許可」を「傍聴券」

に、「先着順に行う」を「定員の範囲内で、受付順に交付する」に改め、同条第３

項中「前２項」を「前３項」に、「傍聴しようとする」を「傍聴証の交付を受け

た」に、「教育長の許可を受けて」を「当該傍聴証を係員に提示して会議を」に改

め、同項を同条第４項とし、同条第２項の次に次の１項を加える。 

３ 傍聴人の定員は、会場の規模等を勘案して、教育長が定める。 

第４条中「傍聴席が満員となったとき、その他」を削る。 

第８条を第９条とする。 

第７条中「第６条」を「前条」に改め、同条を第８条とし、第６条の次に次の１

条を加える。 

第７条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終えて退席するときは、傍聴券を返還

しなければならない。 

   附 則 

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。 
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東広島市教育委員会傍聴人規則（昭和４９年東広島市教育委員会規則第６号）新旧対照表 

新 旧 

第２条 東広島市教育委員会の会議（以下「会議」という。）を傍聴しようと

する者は、会議が開催される前までに、自己の氏名、住所その他教育長が必

要と認める事項を傍聴人受付簿に記入し、傍聴券の交付を受けてから係員の

指示に従って傍聴席に着かなければならない。 

第２条 東広島市教育委員会の会議                        を傍聴しようと

する者は、会議が開催される前までに、自己の氏名、住所その他教育長が必

要と認める事項を傍聴人受付簿に記入し、教育長の許可を受けてから係員の

指示に従って傍聴席に着かなければならない。 

２ 傍聴券    は、定員の範囲内で、受付順に交付するものとする。 ２ 傍聴の許可は、先着順に行う                    ものとする。 

３ 傍聴人の定員は、会場の規模等を勘案して、教育長が定める。  

４ 前３項の規定にかかわらず、報道関係者で傍聴証の交付を受けたものは、

当該傍聴証を係員に提示して会議を傍聴することができる。 

３ 前２項の規定にかかわらず、報道関係者で傍聴しようとする    ものは、

教育長の許可を受けて            傍聴することができる。 

  

第４条 教育長は、                                必要があると認めると

きは、傍聴を制限し、又は許可しないことができる。 

第４条 教育長は、傍聴席が満員となったとき、その他必要があると認めると

きは、傍聴を制限し、又は許可しないことができる。 

  

第７条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終えて退席するときは、傍聴券を

返還しなければならない。 

（追加） 

  

第８条 第２条から前条  までに定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示

に従わなければならない。 

第７条 第２条から第６条までに定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示

に従わなければならない。 

  

第９条 （略） 第８条 （略） 
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